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7月
（文月） JULY
18日・海の日

海の日は、７月の第３月曜日で、「海の恩
恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を
願う」と、国民の祝日に関する法律（祝日法）
に、その意味が書かれています。平成７年の
祝日法改正により、翌８年から実施。当初は
前身である海の記念日の７月20日でしたが、
平成15年から現行に改められています。

国　税／6月分源泉所得税の納付 7月11日
国　税／納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月分）の納付

7月11日
国　税／所得税予定納税額の減額承認申請 7月15日
国　税／所得税予定納税額第1期分の納付 8月1日
国　税／5月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等）、11月決算法人の中間申告 8月1日
国　税／8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 8月1日
地方税／固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

市町村の条例で定める日
労　務／社会保険の報酬月額算定基礎届 7月11日
労　務／労働保険料（概算・確定）申告書の提出・

（全期・１期分）の納付 7月11日
労　務／障害者・高齢者雇用状況報告 7月15日
労　務／労働者死傷病報告（4月〜6月分） 8月1日

海の日

7 月 の 税 務 と 労 務
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税
務
調
査
に
は
い
く
つ
か
の
種
類

が
あ
り
ま
す
が
、
究
極
的
に
は
取
引

内
容
を
確
認
し
た
上
で
、
申
告
内
容

の
妥
当
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
が
目

的
で
す
。
こ
こ
で
は
、
項
目
ご
と
に

税
務
調
査
時
に
問
題
と
な
り
や
す
い

点
を
掲
げ
ま
す
の
で
、
日
常
業
務
の

上
で
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
留
意

し
た
い
も
の
で
す
。

〈
税
務
調
査
の
種
類
〉

税
務
調
査
は
大
体
、
下
の
表
の
よ

う
に
区
別
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
に

沿
っ
て
内
容
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。

①
　
強
制
調
査

計
画
的
で
悪
質
な
脱
税
犯
に
つ
い

て
、
任
意
の
調
査
で
は
適
正
な
課
税

が
実
現
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場

合
に
、
裁
判
所
の
許
可
状
を
得
て
行

わ
れ
る
調
査
で
す
。
国
税
犯
則
取
締

法
に
よ
る
強
制
力
を
持
っ
て
お
り
、

通
常
「
査
察
」（
マ
ル
サ
）
と
呼
ば
れ
、

国
税
局
が
担
当
し
、
通
告
処
分
ま
た

は
告
発
を
最
終
目
的
と
し
、
臨
検
、

捜
索
、
差
押
え
等
の
権
限
が
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

②
　
任
意
調
査

①
に
対
す
る
言
葉
で
、
一
般
の
税

務
調
査
を
言
い
ま
す
。

脱
税
犯
に
対
す
る
調
査
と
異
な
り
、

適
正
・
公
平
な
課
税
の
た
め
に
行
わ

れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
質
問
検
査
権

と
し
て
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て

納
税
者
の
同
意
を
得
て
行
わ
れ
る
も

の
で
す
。
た
だ
し
、
正
当
な
理
由
な

く
調
査
拒
否
な
ど
を
行
う
と
罰
則
が

適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、「
間
接
強
制
を

伴
う
任
意
調
査
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

③
　
準
備
調
査

実
地
調
査
（
臨
場
調
査
）
着
手
前

の
準
備
的
な
調
査
で
納
税
者
か
ら
提

出
さ
れ
た
確
定
申
告
書
や
蓄
積
し
た

資
料
情
報
な
ど
を
基
に
行
い
ま
す
。

納
税
者
の
過
去
の
税
歴
（
申
告
漏
れ

や
滞
納
が
な
か
っ
た
か
）、
経
営
者
の

デ
ー
タ
、
申
告
書
に
お
け
る
特
異
な

科
目
や
金
額
、
比
率
等
の
計
数
な
ど

が
分
析
、
検
討
さ
れ
、
ど
こ
に
調
査

の
ポ
イ
ン
ト
を
置
く
か
が
絞
り
込
ま

れ
ま
す
。

④
　
実
地
調
査

納
税
者
の
事
務
所
や
店
舗
な
ど
に

出
向
い
て
行
う
調
査
で
、
一
般
の
税
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務
調
査
は
通
常
こ
の
実
地
調
査
を
指

し
て
い
ま
す
。

こ
の
中
に
、
次
の
「
現
況
調
査
」、

「
反
面
調
査
」
等
が
含
ま
れ
ま
す
。

⑤
　
現
況
調
査

納
税
者
に
対
し
て
事
前
通
知
な
く

行
わ
れ
る
税
務
調
査
で
、
納
税
者
の

ナ
マ
の
姿
を
見
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

任
意
調
査
に
お
い
て
は
事
前
通
知

が
原
則
で
す
が
、
業
種
に
よ
っ
て
は

連
絡
し
て
調
査
し
た
の
で
は
そ
の
実

態
が
掴
め
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、

脱
税
が
想
定
さ
れ
る
場
合
な
ど
に
は
、

証
拠
書
類
を
隠
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
た
め
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
強
制
調
査
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
、

調
査
の
延
期
を
申
し
入
れ
る
こ
と
は

で
き
ま
す
。

⑥
　
反
面
調
査

納
税
者
自
身
の
調
査
だ
け
で
は
不

審
点
が
解
明
で
き
な
い
場
合
、
あ
る

い
は
納
税
者
が
調
査
に
素
直
に
応
じ

な
い
場
合
な
ど
に
認
め
ら
れ
て
い
る

取
引
先
や
銀
行
な
ど
へ
の
補
完
的
調

査
を
言
い
ま
す
。



7月号 4

法
人
が
請
け
負
っ
た
建
設
工
事
等

（
長
期
大
規
模
工
事
等
で
工
事
進
行

基
準
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
）

に
つ
い
て
、
そ
の
建
設
工
事
等
の
全

部
が
完
成
し
な
い
と
き
で
も
、
次
の

よ
う
な
事
実
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
事
業
年
度
に
お
い
て
引
き
渡
し
た

建
設
工
事
等
の
量
ま
た
は
完
成
し
た

部
分
に
対
応
す
る
工
事
収
入
を
そ
の

事
業
年
度
の
益
金
の
額
に
算
入
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

a

一
の
契
約
に
よ
り
同
種
の
建
設

工
事
等
を
多
量
に
請
け
負
っ
た
よ

う
な
場
合
で
、
そ
の
引
渡
量
に
従

い
工
事
代
金
を
収
入
す
る
旨
の
特

約
ま
た
は
慣
習
が
あ
る
場
合

s

一
個
の
建
設
工
事
等
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
建
設
工
事
等
の
一
部
が

完
成
し
、
そ
の
完
成
し
た
部
分
を

引
き
渡
し
た
都
度
そ
の
割
合
に
応

じ
て
工
事
代
金
を
収
入
す
る
旨
の

特
約
ま
た
は
慣
習
が
あ
る
場
合

自動車の取得価額に含める費用

自動車を購入した際に支払う諸費用には
次のようなものがあります。

①　自動車税
②　自動車重量税
③　自賠責保険料
④　自動車取得税
⑤　検査登録代行費用
⑥　車庫証明代行費用
⑦　車庫証明法定費用
⑧　納車費用
このうち、①自動車税は、毎年４月１日

現在の自動車の所有者に対して課される
税、②自動車重量税は、自動車検査証の交
付を受ける自動車等に対して課される税、
③自賠責保険料は、運行する自動車に強制
的に付けられる保険料で、それぞれ自動車
を所有することによって事後的に支払う費
用と考えられますので、取得価額に含める
必要はありません。

一方、④〜⑦については、自動車の購入
に関連して支払うもので、自動車の取得価
額に含めるのが原則ですが、取得価額に含
めずに購入時の経費とする処理も認められ
ています。

そして、⑧納車費用は、検査登録等が完
了した自動車の引渡しを受けるため、販売
店から購入者の指定する場所まで届けても
らうための費用であり、その自動車を購入
するための費用と考えられますので、自動
車の取得価額に含める必要があります。

また、一般的に自動車を購入した際には
カーエアコン、カーオーディオ、カーナビ
ゲーションなどの機器を取り付けることが
考えられます。これらの機器は自動車の購
入に際して取り付け、かつ、自動車に常時
搭載したうえで使用されるものですから、
自動車の取得価額に含めなければならず、
購入時に消耗品費などの経費として処理す
ることはできません。

取引停止後弁済がない場合

会社が継続的な取引を行っていた得意
先の会社など債務者の支払能力等が悪化
したため、その債務者との取引を停止す
ることがあります。この場合、その取引
停止の時と最後の弁済の時などのうち最
も遅い時から１年以上経過したときには、
その債務者に対する売掛債権について、
その売掛債権の額から備忘価額を控除し
た残額を貸倒れとして損金経理をするこ
とができます。

なお、その売掛債権について担保物の
ある場合は除きます。

この場合の取引の停止は、継続的な取
引を行っていた債務者について支払能力
等が悪化したことで行われるものです。
したがって、不動産取引のようにたまた
ま取引を行った債務者に対する、その取
引に係る売掛債権については、この取扱
いの適用はありません。

建
設
工
事
等
、部
分
完
成
基
準
に
よ
る
収
益
の
計
上


